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美容医療サービス等の自由診療における 

インフォームド・コンセントの取り扱い等の徹底（依頼）について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省医政局総務課長ほかより別添のとおり通知がありました

のでお知らせいたします。 

美容医療サービスに関する身体被害を含む消費者トラブルが発生している中、イン

フォームド・コンセントの取り扱い等の徹底について依頼がございました。啓発資材

の活用、医療事故情報収集等事業への参加、未承認の医薬品及び医療機器等への対応

について示されています。 

ご参考までにお知らせいたしますので、お取り計らいの程よろしくお願い申し上げ

ます。 

なお、本啓発資材につきましては以下の URL からもダウンロードが可能となってい

ることを申し添えます。 

 

 

〇「美容医療等を受ける前に確認したい事項と相談窓口について（平成29年3月改定）」 

厚生労働省ホームページ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧 ＞ 健康・医療  

＞ 医療 ＞医療法における病院等の広告規制について） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000156478

.pdf 












